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様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 筑波研究学園専門学校 
設置者名 学校法人筑波研究学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

工業専門課程 

IT ものつくり学科 
夜 ・

通信 
５５５時間 １６０時間  

ものつくり学科 
夜 ・

通信 
５５５時間 １６０時間  

自動車整備工学科 
夜 ・

通信 
１，９５５時間 １６０時間  

1 級整備士専攻科 
夜 ・

通信 
２，２００時間 １６０時間  

車体整備士専攻科 
夜 ・

通信 
９６５時間 ８０時間  

建築環境学科 

 建築設計デザイン

コース 

夜 ・

通信 
１，８００時間 １６０時間  

建築環境学科 

 建築土木施工コー

ス 

夜 ・

通信 
１，８００時間 １６０時間  

建築士専攻科 
夜 ・

通信 
８４０時間 ８０時間  

商業実務専門

課程 

経営情報学科 
夜 ・

通信 
４６５時間 １６０時間  

公務員受験対策科 
夜 ・

通信 
２０５時間 ８０時間  

医療情報学科 
夜 ・

通信 
１，９６０時間 １６０時間  

令和３年度 
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診療情報管理専攻科 
夜 ・

通信 

９８０ 

時間 
８０時間  

教育・社会福

祉専門課程 

こども未来学科 
夜 ・

通信 
２，４７５時間 ２４０時間  

児童教育専攻科 
夜 ・

通信 
１，２６６時間 ８０時間  

こども未来学科 

（通信教育課程） 

夜 ・

通信 
２５５時間 ２４０時間  

（備考） 

(1)令和 3 年度より「ものつくり学科」は、「IT ものつくり学科」に名称変更。 

(2)令和 3 年度より「経営情報学科」は、募集停止し、2 学年が在籍。 

(3)「1 級整備士専攻科」・「こども未来学科（通信課程）」は、設置後完成年度を超

えていない学科。 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

ホームページ（htps://www.tist.ac.jp/profile/curriculum.html）で公開する。 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 
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様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 筑波研究学園専門学校 
設置者名 学校法人筑波研究学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
ホームページ（htps://www.tist.ac.jp/profile/outline.html）で公開する。 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
ツジ電子株式会社代表

取締役会長 

令和2年 7月

4日～ 

令和 4年 7月

3日 

法人の健全経営に

関する助言 

非常勤 

国立研究開発法人 物

質・材料研究機構名誉顧

問 

令和2年 7月

4日～ 

令和 4年 7月

3日 

つくばにおける連

携機関として本校

に必要な教育内容

に関する助言 

（備考） 
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様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 筑波研究学園専門学校 
設置者名 学校法人筑波研究学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

・授業計画書（シラバス）の作成過程 

 学科の基本設計に沿ってカリキュラムを作成。教育課程編成員会や関連分野の

企業・関係施設等や業界団体等との連携を通して、実践的な職業教育の視点に立

ったカリュキュラムの見直しを加える。 

 

・授業計画書の作成・公表時期 

  【前期科目】 

  ２月 教育課程編成委員会 

３月末までに作成 

４月 前期授業開始前（前期オリエンテーション時）公表  

  【後期科目】 

  ８月 教育課程編成委員会 

  ９月末までに作成 

10 月 後期授業開始前（後期オリエンテーション時）公表 

授業計画書の公表方法 

ホームページ

（https://www.tist.ac.jp/profile/curriculum.html）

で公開する。 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

 学則２９条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対し

て、３分の２以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席

点、課題点、平常点の総合点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７

０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で

評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 
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３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

 前述、学則２９条に基づき算出した各科目の総合点をもとに成績評価を

おこなう。続けて、成績評価を下記のＧＰに置き換え、ＧＰＡの計算式に

あてはめて算出をおこなう。 
合否判定 総合点 成績評価 ＧＰ 

合格 

80～100 点 Ａ ３．５ 

70～79 点 Ｂ ２ 

60～69 点 Ｃ １ 

不合格 60 点未満 Ｄ ０ 

 算出されたＧＰＡを元に順位を求め、成績の分布状況を確認。対象の学

生が「上位２分の１以上」の認定基準を満たしているかを判定することが

可能となる。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

ホームページ

（https://www.tist.ac.jp/profile/curriculum.html）

で公開する。 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

本学が目指す人材像を学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い

教養を有する人間性豊かな人材」と定めている。この人材像に基づいた教

育課程を履修し、学則第３２条に定める、卒業基準（修業年限・取得単位

数・授業時間数）を満たした者に校長は卒業証書を授与する。 

 
筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告

示第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平

成２５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・

社会福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養

を有する人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与す

ることを目的とする。 

 
（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

ホームページ

（https://www.tist.ac.jp/profile/curriculum.html）

で公開する。 
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様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 筑波研究学園専門学校 
設置者名 学校法人筑波研究学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.tist.ac.jp/profile/finance.html 
収支計算書又は損益計算書 https://www.tist.ac.jp/profile/finance.html 
財産目録 事務所に備え付け、閲覧及び配付を可とする。 
事業報告書 事務所に備え付け、閲覧及び配付を可とする。 
監事による監査報告（書） 事務所に備え付け、閲覧及び配付を可とする。 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

 
 分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 IT ものつくり学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １８００ 

単位時間／単位 

２１０ 

単位時間

/単位 

１４１０ 

単位時間

/単位 

１８０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

100 人の内数 ６４人 ０人 ６人の内数 ３人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 
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（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

 ※令和 3年度 4月 ものつくり学科から名称変更 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

令和 3 年度 4 月 ものつくり学科から名称変更 

 

中途退学の現状     ※令和 3年度 4月 ものつくり学科から名称変更 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

昨年度在籍者なし  ０人 0 人 0％ 
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（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する。 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 ものつくり学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １８００ 

単位時間／単位 

１８０ 

単位時間

/単位 

１３０５ 

単位時間

/単位 

３１５ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

100 人の内数 ２１人 ０人 ６人の内数 ３人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 



  

- 9 - 

 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ２７人

（100％）

０人

（0％）

２６人

（96.3％）

１人

（  3.7％）

（主な就職、業界等） 

㈱DNP データテクノ、SMC㈱、アイ・イー・シー㈱、㈱アルコ・イーエックス、㈱打田製

作所、関東情報サービス㈱、㈱三和部品、首都高 ETC メンテナンス、㈱ソフィア、㈱テ

ィ・アイ・シイ、日本システム・エイト㈱、 ㈱平山、㈱諸岡 他 

（就職指導内容） 

・企業実習 

・筆記試験対策指導、面接対策指導 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

          

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 第 2種電気工事士 ③ 10 人 3 人 

 第 1種電気工事士 ③  2 人 0 人 

 ＣＡＤ利用技術者試験 2級 ③  8 人 6 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す

るか記載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 

 

（備考）（任意記載事項） 

令和 3 年度 4 月 ものつくり学科から IT ものつくり学科に名称変更 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

 ４９人 0 人 0％ 
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（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する。 

 

 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 自動車整備工学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １９６５ 

単位時間／単位 

４０５ 

単位時間

/単位 

３５０ 

単位時間

/単位 

１２１０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１００人 ６６人 ０人 ８人の内数 １人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 
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（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ４７人

（100％）

３人

（6.4％）

４４人

（93.6％）

０人

（0％）

（主な就職、業界等） 

茨城日産自動車㈱、茨城トヨタ自動車㈱、茨城トヨペット㈱、㈱ホンダ茨城南、ネッツ

トヨタ茨城㈱、茨城スバル自動車㈱、茨城ダイハツ販売㈱、北関東マツダ㈱、関彰商事

㈱ 他 

（就職指導内容） 

二者面談、三者面談、担任制による個別指導。ビジネスマナーや身だしなみ指導。筆記

試験対策、面接指導。進路説明会（学生、保護者）、進学体験会、進学在校生による講

話 他 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

     資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 1 級小型自動車整備士 ② 4人 4 人 

 2 級ガソリン自動車整備士 ② 36 人 36 人 

 2 級ジーゼル自動車整備士 ② 36 人 35 人 

 自動車車体整備士 ② 7人 7 人 

 2 級二輪自動車整備士 ② 3人 3 人 

 職業訓練指導員 ② 4人 3 人 

 中古自動車査定士 ③ 36 人 27 人 

  

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す

るか記載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
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（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

 ８８人 １人 1.1％ 

（中途退学の主な理由） 

学校生活不適応 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 1 級整備士専攻科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 ２２００ 

単位時間／単位 

３００ 

単位時間

/単位 

６０ 

単位時間

/単位 

１８４０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１５人 １人 ０人 ８人の内数 １人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設
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置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

設置後完成年度を超えていない学科 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

前年度は在籍者なし ０人 ０人 0％ 

（中途退学の主な理由） 
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（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 車体整備士専攻科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

１年 

昼 ９６５ 

単位時間／単位 

７５ 

単位時間

/単位 

２１０ 

単位時間

/単位 

６８０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１５人 ２人 ０人 ８人の内数 １人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 
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２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

０人

（  0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

０人 ０人 ０％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 
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 分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 
建築環境学科 

建築設計デザインコース 
〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １８００ 

単位時間／単位 

７２０ 

単位時間

/単位 

７８０ 

単位時間

/単位 

２５5 

単位時間

/単位 

４５ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

５０人 ５７人 ０人 ３人の内数 ７人の内数 １０人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 
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２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 １９人

（100％）

１４人

（73.7％）

４人

（21.0％）

１人

（5.3％）

（主な就職、業界等） 

建設会社・工務店・住宅メーカー・設計事務所・地方公務員 

（就職指導内容） 

建築職能論。卒業生講話の実施。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 ２級建築施工管理技士（学科） ② 7人 3 人 

 ２級土木施工管理技士（学科） ② 10 人 8 人 

 ２級造園施工管理技士（学科） ② 1人 0 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか記載す

る。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ４９人 ４人 8.2％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更（就職・転学） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 
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 分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 
建築環境学科 

建築土木施工コース 
〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １８００ 

単位時間／単位 

６３０ 

単位時間

/単位 

７９５ 

単位時間

/単位 

３３０ 

単位時間

/単位 

４５ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

５０人 ３６人 ０人 ３人の内数 ７人の内数 １０人の内数 

  

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 
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２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ２１人

（100％）

６人

（28.6％）

１５人

（71.4％）

０人

（0％）

（主な就職、業界等） 

建設会社・道路会社・工務店・建材メーカー・地方公務員 

（就職指導内容） 

建築職能論 

卒業生講話の実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

      

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 ２級建築施工管理技士（学科） ② 10 人 5 人 

 ２級土木施工管理技士（学科） ② 14 人 11 人 

 ２級管工事施工管理技士（学科） ② 1人 0 人 

 ２級造園施工管理技士（学科） ② 1人 1 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか記

載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ３１人 ２人 6.5％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更（就職）、学業不振 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 
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分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

工業実務 工業専門課程 建築士専攻科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

１年 

昼 ８４０ 

単位時間／単位 

５２５ 

単位時間

/単位 

１３５ 

単位時間

/単位 

１８０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１５人 ２０人 ０人 ３人の内数 ７人の内数 １０人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 
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２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

  ９人

（100％）

０人

（0％）

９人

（100％）

０人

（0％）

（主な就職、業界等） 

建設会社・住宅メーカー 

（就職指導内容） 

卒業生講話の実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

      

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 ２級建築士 ② 7人 9 人 

 ２級建築施工管理技士（学科） ② 8人 9 人 

 ２級土木施工管理技士（学科） ② 4人 4 人 

 ２級造園施工管理技士（学科） ② 1人 1 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか記

載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ９人 ０人 0％ 

（中途退学の主な理由） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 
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 分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 商業実務専門課程 経営情報学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １８００ 

単位時間／単位 

１５０ 

単位時間

/単位 

１３８０ 

単位時間

/単位 

２７０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

４０人 ２８人 ０人 ６人の内数 ３人の内数 ９人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 
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２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

企業実習、キャリアデザイン授業の実施、先輩学生による就職セミナーの実施、筆記

試験対策指導、面接対策指導、三者面談の実施 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ３０人

（100％）

０人

（  0％）

２７人

（  90.0％）

３人

（  10.0％）

（主な就職、業界等） 

稲敷農業協同組合、㈱茨城放送、関東情報サービス㈱、㈱久保庭経理事務所、㈱ケーズ
ホールディングス、㈱ソフィア、㈱タクミ不動産、㈱デンサン、東京加工紙㈱、㈱トヨ
タレンタリース茨城、㈱とりせん、㈱日成メディカル、㈱ノジマ、㈱東日本技術研究所、
㈱パスカリア、フタムラ化学㈱、㈱ヰセキ関東甲信越、防衛省、国土交通省 国土地理院 他
 

 

（就職指導内容） 

学生向け就職ガイダンス。卒業生講話。二者面談、三者面談の実施。ビジネスマナー、

身だしなみ指導。筆記試験対策、面接対策の指導。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

        

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 基本情報技術者試験 ③ 10 人 1 人 

 IT パスポート試験 ③  2 人 1 人 

 リテールマーケティング 2級 ③  3 人 2 人 

 サービス接遇 2級 ③ 14 人 2 人 

 公務員 2次 ③  6 人 2 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す

るか記載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

令和 3年度より学生の募集停止し、2学年が在籍。 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ６１人 ３人 4.9％ 
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（中途退学の主な理由） 

進路変更、病気療養 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 商業実務専門課程 公務員受験対策科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

１年 

昼 ８４０ 

単位時間／単位 

６０ 

単位時間

/単位 

７８０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

２０人 １９人 ０人 ２人 ２人 ４人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 
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（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 １９人

（100％）

２人

（  10.5％）

１３人

（  68.4％）

４人

（  21.1％）

（主な就職、業界等） 

防衛省、茨城県警察本部、千葉県警察本部、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本

部、茨城県市町村立小中学校職員、株式会社カズサヤ不動産、株式会社トーヨーエフピ

ー 他 

 

 

（就職指導内容） 

学生向け就職ガイダンス。卒業生講話。二者面談、三者面談の実施。ビジネスマナー、

身だしなみ指導。筆記試験対策、面接対策の指導。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

        

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 公務員 2次 ③ 19 人 8 人 

 サービス接遇実務検定 ３級 ③ 19 人 14 人 

 情報活用試験 ３級 ③ 19 人 12 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す

るか記載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 
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年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

    ２０人 １人 5.0％ 

（中途退学の主な理由） 

進路変更 (前期末で公務員試験に合格したための退学） 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談（担任・学科、必要に応じて部門同席）等を実施。 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 商業実務専門課程 医療情報学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

２年 

昼 １９６０ 

単位時間／単位 

２６０ 

単位時間

/単位 

１５６０ 

単位時間

/単位 

３２０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１００人 ６４人 ０人 ４人の内数 ７人の内数 １１人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す
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る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ４５人

（100％）

１１人

（  24.4％）

３４人

（75.6％）

０人

（  ％）

（主な就職、業界等） 

筑波メディカルセンター病院、いちはら病院、牛久愛和総合病院、総合病院土浦協同病

院、筑波病院、小山記念病院、水戸ブレインハートセンター、大久保病院、柏厚生病院

他 

（就職指導内容） 

就職に関する動機づけ（心構え、採用試験、実習等）。卒業生 2 名による卒業生講話を

実施。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

      

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 診療情報管理士認定試験 ③ 17 人 14 人 

 診療報酬請求事務能力認定試験 ③ 24 人 20 人 

 医療事務技能審査試験 ③ 28 人 28 人 

 医師事務作業補助技能認定試験 ③ 28 人 28 人 

 医療秘書技能検定 2級 ③ 28 人 26 人 

 医事コンピュータ技能検定試験 2級 ③ 28 人 25 人 

 電子カルテ技能検定試験 ③ 28 人 23 人 

 秘書技能検定 2級 ③ 28 人 8 人 

   
※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当するか記載

する。 
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①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

７３人 ０人 0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談（担任・学科、必要に応じて部門同席）等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

商業実務 商業実務専門課程 診療情報管理専攻科   

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

１年 

昼 ９８０ 

単位時間／単位 

１５０ 

単位時間

/単位 

７５０ 

単位時間

/単位 

８０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１５人 １１人 ０人 ４人の内数 ７人の内数 １１人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 
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（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

昨年度在籍者なし ０人 ０人 0％ 
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（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談（担任・学科、必要に応じて部門同席）等を実施する 

 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・社会福祉 
教育・社会福

祉専門課程 
こども未来学科 〇  

修業 

年限 昼夜 

全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 ２９４０ 

単位時間／単位 

６００ 

単位時間

/単位 

１８７０

単位時間

/単位 

４４０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

３０ 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

２４０人 ２７８人 ０人 ９人の内数 ２１人の内数 ３０人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す
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る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ６９人

（100％）

１７人

（  24.6％）

５１人

（73.9％）

１人

（1.5％）

（主な就職、業界等） 

幼稚園、保育園、認定こども園、児童養護施設、知的障害児施設、介護福祉施設、等 

（就職指導内容） 

学生向け就職ガイダンス。保護者対象就職相談会。 

茨城県民間保育協議会就職セミナー全員参加（卒業生講話含） 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

     

 資格・検定名 種別 受験者数 合格者数 

 保育士 ① 69 人 69 人 

 幼稚園教諭２種 ① 69 人 67 人 

 社会福祉主事任用資格 ① 69 人 69 人 

 介護職員初任者研修 ① 69 人 69 人 

 幼児体育指導者検定２級 ③ 22 人 22 人 

 幼児体育指導者検定１級 ③ 12 人 12 人 

 リトミック指導者 2級 ③ 64 人 64 人 

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す

るか記載する。 

①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの 

②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの 

③その他（民間検定等） 
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（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ２４８人 ８人 3.2％ 

（中途退学の主な理由） 

経済的理由、学業不振、進路変更（就職）、病気療養 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・社会福祉 
教育・社会福

祉専門課程 
児童教育専攻科   

修業 

年限 昼夜 
全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

１年 

昼 １２６６ 

単位時間／単位 

８８５ 

単位時間

/単位 

１２０ 

単位時間

/単位 

２６１ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１５人 １７人 ０人 ９人の内数 ２１人の内数 ３０人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 
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第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを

目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（  0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

昨年度在籍者なし ０人 ０人 0％ 
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（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 

 

 

  
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・社会福祉 
教育・社会福

祉専門課程 

こども未来学科 

（通信教育課程） 
○  

修業 

年限 昼夜 

全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

通信 １４１０ 

単位時間／単位 

５４０ 

単位時間

/単位 

 ６００ 

単位時間

/単位 

２４０ 

単位時間

/単位 

― 

単位時間

/単位 

３０ 

単位時間

/単位 

単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

５０人 ６人 ０人 ９人の内数 ２１人の内数 ３０人の内数 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）本校における授業の履修時間と単位認定に関する規程は、学則第１３条（授

業日数）、２７条（単位および履修認定）、２８条（履修時間と単位の計算）にて定

めている。また、教育課程は標準カリキュラム（職業教養科目・専門科目）と能力開

発カリキュラム（資格関連科目・課外科目）、特別カリキュラムで構成している。 

成績評価の基準・方法 

（概要）学則 29 条の規定に基づき、適切な成績評価、履修の認定を行っている。 

本校では、学習結果の成績評価を受けるためには、当該授業科目に対して、３分の２

以上の出席を必要としている。成績は、期末考査点、出席点、課題点、平常点の総合

点により行い４段階（Ａ：８０点以上、Ｂ：７０点以上８０点未満、Ｃ：６０で点以

上７０点未満、Ｄ：６０点未満）で評価し、Ｃ評価以上を合格とする。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）学則第１条に「専門的知識と技術とともに，高い教養を有する人間性豊かな

人材」と定める本学の求める人材像に基づいた教育課程を履修し、学則第 30 条に定

める基準（単位数）を満たした者に進級を認め、学則 32 条に定める基準（修業年限・

取得単位数・授業時間数）を満たした者に卒業証書を授与する。 

 

筑波研究学園専門学校 学則 

（目 的） 

第１条 本校は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条及び専修学校設

置基準（昭和５１年文部省令第２号），並びに専修学校の専門課程の修了者に対する

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程（平成６年６月２１日 文部省告示

第８４号）及び専修学校の専門課程における職業実践専門課程に関する規程（平成２

５年８月３０日文部科学省告示第１３３号）に基づき，工業，商業実務，教育・社会

福祉分野の専門教育を施すことにより，専門的知識と技術とともに，高い教養を有す

る人間性豊かな人材を育成し，もって地域社会の発展と文化の向上に寄与することを
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目的とする。 

 

（進 級） 

第 30 条 進級は当該学科において所定の単位を修得したと認定された単位数により

決定する。 

２ 前項に規定する単位数に満たない生徒は，原級に留めるものとする。 

 

（卒業の認定） 

第 32 条 第５条に規定する修業年限を在学し，本校の各学科が定める卒業基準を満

たした者には，校長は卒業証書を授与する。 

２ 卒業までに必要とされる学科毎の取得単位数ならびに総時間数は，別表２のとお

りとする。 

学修支援等 

（概要）クラス担任制：有 

個別相談・指導等の対応： 

個人面談・三者面談の実施。補講・補習、特別カリキュラムの実施。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 昨年度在籍者なし ０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（0％）

０人

（  0％）

（主な就職、業界等） 

 

（就職指導内容） 

 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 

（備考）（任意記載事項） 

設置後完成年度を超えていない学科 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

昨年度在籍者なし ０人 ０人 0％ 

（中途退学の主な理由） 

 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

欠席した学生に対する連絡、連続して欠席している学生については、早い時期に個人

面談や保護者を交えた三者面談等を実施する 
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②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

IT ものつくり学

科 
100,000 円 600,000 円 320,000 円施設設備費・実験実習費 

自動車整備工学

科 
100,000 円 600,000 円 520,000 円施設設備費・実験実習費 

１級整備士専攻

科 
100,000 円 600,000 円 590,000 円施設設備費・実験実習費 

車体整備士専攻

科 
100,000 円 600,000 円 590,000 円施設設備費・実験実習費 

建築環境学科 100,000 円 600,000 円 400,000 円施設設備費・実験実習費 

建築士専攻科 100,000 円 600,000 円 400,000 円施設設備費・実験実習費 

経営情報学科 100,000 円 600,000 円 290,000 円施設設備費・実験実習費 

公務員受験対策

科 
100,000 円 600,000 円 290,000 円施設設備費・実験実習費 

医療情報学科 100,000 円 600,000 円 260,000 円
施設設備費・実験実習費 

 

診療情報管理専

攻科 
100,000 円 600,000 円 260,000 円施設設備費・実験実習費 

こども未来学科 100,000 円 600,000 円 291,000 円
施設設備費・実験実習費・ 

短大併修費 

児童教育専攻科 100,000 円 600,000 円 90,000 円施設設備費・実験実習費 

こども未来学科

（通信課程） 
30,000 円 130,000 円 164,000 円学習管理費等 

修学支援（任意記載事項） 

ＴＩＳＴ奨学金：入学後の学業、人物ともに優秀な者に対し、月額 20,000 円を支給 

修学金支援制度：在学中に保護者が死亡し、経済的に困難な者に対し、月額 30,000 円を

支給 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

ホームページ（https://www.tist.ac.jp/profile/selfcheck.html）で公開する。 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

学校関係者評価は、卒業生、保護者、産業界有識者及び教育・学識経験者により構成す

る学校関係者評価委員会により行う。同委員会は、筑波研究学園専門学校が「専修学

校における学校評価ガイドライン」に基づいて行った自己評価をもとに学校評価を行

い、その評価結果を学校の教育活動の向上および学校運営の改善に生かすことを目的

とする。 
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学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

元県立高等学校校長 

筑波研究学園専門学校評議員 

令和3年 4月1日～ 

令和 4 年 3月 31 日 

教育関係 

学校法人 霞ヶ浦高等学校 

進路指導部長 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

教育関係 

一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会（IRDA） 

ペンギンシステム株式会社代表取締役社長 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

業界団体 

企業関係者 

茨城県自動車整備振興会  

教育部教育課 課長 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

業界団体 

一般社団法人茨城県建築士事務所協会常務理事 

株式会社河野正博建築設計事務所代表取締役 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

業界団体 

企業関係者 

土浦商工会議所 

総務部長 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

業界団体 

筑波メディカルセンター病院事務部外来一課課長 令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

企業関係者 

社会福祉法人えがお 理事 

統括部長 兼 法人事務局長 

令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

企業関係者 

五籃会会長（保護者会代表） 令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

保護者 

輝峰同窓会（卒業生代表） 令和3年 4月1日～

令和 5 年 3月 31 日 

卒業生 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

ホームページ（https://www.tist.ac.jp/profile/selfcheck.html）で公開する 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

ホームページ（https://www.tist.ac.jp/）で公開する。 
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（別紙） 
 
※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 
 
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が 1 人以上 10 人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0 人の場合には、「0 人」と

記載すること。 
 

学校名 筑波研究学園専門学校 
設置者名 学校法人筑波研究学園 

 

 

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 

 
 

 前半期 後半期 年間 

支援対象者（家計急変

による者を除く） 
５８人 ５５人 ６１人 

内 

訳 

第Ⅰ区分 ３１人 ３２人  

第Ⅱ区分 －人 １４人  

第Ⅲ区分 １８人 －人  

家計急変による 

支援対象者（年間） 
  ０人 

合計（年間）   ６１人 

（備考） 

 

 

 

※本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学

の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、

第３号に掲げる区分をいう。 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨

学生認定の取消しを受けた者の数 

 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受け

たことにより認定の取消しを受けた者の数 

 

年間 ０人 

 

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当し

たことにより認定の取消しを受けた者の数 
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右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに

限り、認定専攻科を含む。）、高等

専門学校（認定専攻科を含む。）及

び専門学校（修業年限が２年以下の

ものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修業年限で卒業又は修了 

できないことが確定 
０人 ０人 ０人 

修得単位数が標準単位数

の５割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の５割以下） 

０人 ０人 ０人 

出席率が５割以下その他 

学修意欲が著しく低い状況 
０人 ０人 ０人 

「警告」の区分に 

連続して該当 
０人 ０人 ０人 

計 ０人 ０人 ０人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、

当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得な

い事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

右以外の大学等 
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

年間 ０人 前半期 ０人 後半期 ０人 

 

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）

の処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数 

 
 

退学 ０人 

３月以上の停学 ０人 

年間計 ０人 
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（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給

付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数 

 

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより

認定の効力の停止を受けた者の数 
 

３月未満の停学 ０人 

訓告 ０人 

年間計 ０人 

（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学

等 

短期大学（修業年限が２年のもの

に限り、認定専攻科を含む。）、

高等専門学校（認定専攻科を含

む。）及び専門学校（修業年限が

２年以下のものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修得単位数が標準単位数

の６割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の６割以下） 

０人 ０人 ０人 

ＧＰＡ等が下位４分の１ －人 ０人 －人 

出席率が８割以下その他 

学修意欲が低い状況 
０人 ０人 ０人 

計 －人 ０人 －人 
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（備考） 

 

 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 


